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宮崎県森林の誤伐及び盗伐対策に関する協定書

宮崎県（以下「甲」という。）、宮崎県市長会（以下「乙」という。）、宮崎県町村会（以

下「丙」という。）、宮崎県森林組合連合会（以下「丁」という。）、宮崎県木材市場連盟（以

下「戊」という。）、宮崎県木材協同組合連合会（以下「己」という。）、宮崎県造林素材生

産事業協同組合連合会（以下「庚」という。）及び宮崎県警察本部（以下「辛」という。）

は、森林の誤伐及び盗伐対策に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、協定者の相互理解による高い信頼と協力関係に基づき、森林の誤伐

事案及び盗伐が疑われる事案に対する迅速な対応及び事案発生の未然防止を図ることを

目的とする。

（協定の内容）

第２条 丁、戊、己及び庚は、各会員たる事業所及びその従業員に対し、次の取組につい

て理解を得るように努めるものとする。

(1) 会員自らが行う伐採現場において、誤伐事案が発生した場合には、直ちに関係する

市町村に連絡するとともに、森林所有者に誠意を持って対処すること。

(2) 会員以外が行う伐採現場において、誤伐若しくは盗伐が疑われる事案を発見したと

き又は森林所有者から誤伐若しくは盗伐に関する相談若しくは連絡を受けたときは、

直ちに関係する市町村に連絡するとともに、所管する警察署に通報すること。

(3) 市町村及び甲が実施する現地及び書類等の確認並びに情報提供の依頼に対し、積極

的に協力すること。

２ 市町村は前項第１号及び第２号の連絡を受けたとき又は森林所有者から誤伐若しくは

盗伐に関する相談を受けたときは、速やかに調査し、甲及び所管する警察署に報告する

ものとする。

３ 甲は前項の規定による報告を受けたときは、市町村に対し的確な指導を行うとともに、

市町村が行う伐採事業者等の指導に協力するものとする。また、森林の誤伐及び盗伐を

未然に防止するため、森林の境界の明確化を支援するとともに、伐採事業者及び森林所

有者に対して普及啓発に努めるものとする。

４ 甲、丁、戊、己、庚及び市町村は、辛の捜査に積極的に協力するものとする。

５ 辛は、甲、丁、戊、己、庚及び市町村の活動に資するため、誤伐及び盗伐に関する情

報提供等を可能な範囲で行うものとする。

６ 甲、丁、戊、己、庚、辛及び市町村は、森林の誤伐及び盗伐対策として必要があると

認めるときは、各流域森林・林業活性化センターと協力し、伐採パトロールを行うもの

とする。

（秘密の保持）

第３条 甲、辛及び市町村は、この協定の運用に際して知り得た個人情報を業務以外で使

用してはならない。

２ 丁、戊、己及び庚は、この協定の運用に際して知り得た個人情報をみだりに他人に知

らせてはならない。

（協議）

第４条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に関して疑義が生じたときは、そ

の都度、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚及び辛が協議の上、これを決定するものとする。



（効力等）

第５条 この協定の効力は、この協定の締結の日から起算して１年とする。ただし、甲、
乙、丙、丁、戊、己、庚及び辛のいずれからも異議の申出がないときは、この協定は１
年間更新されるものとし、その後においても同様とする。

この協定を締結した証として、本書８通を作成し、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚及び辛
が記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。
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